
神奈川県立音楽堂　利用料金表
＜2026(令和8）年4月1日以降のご利用＞

1.ホール利用料金
（円）

区　　分

平　　日 日曜日・土曜日・休日

午　前 午　後 夜　間 午　前 午　後 夜　間

９:００～１２:３０ １３:００～１６:
３０

１７:３０～２１:
００

９:００～１２:３０ １３:００～１６:３０１７:３０～２１:００

本番

入場料を徴収する
場合 98,730 108,900 124,860 124,860 130,680 140,850

入場料を徴収しな
い場合

60,980 74,060 92,920 92,920 95,820 101,640

本番利用に伴う
準備・練習の場合

42,686 51,842 65,044 65,044 67,074 71,148

リハーサル室のみ
利用の場合

6,098 7,406 9,292 9,292 9,582 10,164

備考

１　区分と区分の間の時間帯について

　　午前・午後・夜間など 2区分以上を続けて利用する場合は、区分と区分の間の時間（１２ :３０～１３ :００、１６ :３０～１７ :３０）
　　については、利用料金はかかりません。

２　区分の延長利用について

　　一区分につき前後どちらか 1時間まで延長して利用することができます。その場合、各区分利用料金の 4分の1が加算されます。

３　本番の準備・練習の区切りについて

　　催し物の開場予定時間を含む区分以降は、すべて本番区分となります。

　　なお、備考１に準じて、連続利用の区分と区分の間の時間については加算されません。

（例）９:００～２１ :００までの利用で、開場時間が異なる場合

・１６:００開場、１７ :００開演、１９ :００終演　→　午前＝準備・練習区分、午後および夜間＝本番区分

・16:30開場、１７ :００開演、１９ :００終演　→　午前および午後＝準備・練習区分、夜間＝本番区分

４　利用時間には、準備や後片付け、退館にかかる時間を含みます。

５　入場料には、チケット代や参加費のほか、学会などの会費や資料代なども含みます。

＜神奈川県立音楽堂の利用申し込み＞

抽選会、または空き日申込にて受け付けいたします。

●抽選会＝利用を希望される日の 1年前の月に1日（休館日の場合は翌日）に実施

●空き日＝抽選会終了後、空いている日程を先着順で受け付けます。

本番を伴わない利用は、 3ヶ月前の月の初日（休館日の場合は翌日）から、

リハーサル室のみ利用の場合は、 2ヶ月前の月の初日（休館日の場合は翌日）から受け付けます。

お問合せ

神奈川県立音楽堂業務課　 tel.０４５－２６３－２５６７

〒２２０－００４４　　横浜市西区紅葉ケ丘９－２

休館日＝月曜日および年末年始（ 12月28日～1月4日）



２.ホール付属設備利用料金
（円）

種　別 単位 利用料金 本番利用を伴う
準備・練習の場合

ピアノ　フルコンサート（スタインウェイ） 1台1区分 16,550 11,585

ピアノ　フルコンサート（ヤマハ） 1台1区分 8,260 5,782

ピアノ(リハーサル室） 1台1区分 2,510 1,757

チェンバロ 1台1区分 16,550 11,585

ハープ 1台1区分 16,550 11,585

オーケストラひな段 1区分 6,950 4,865

張出舞台 *1 1区分 6,950 4,865

びょうぶ
一双半 1区分 3,000 2,100

半双 1区分 1,000 700

吊り看板 1区分 1,250 875

照明

照明Aセット

1区分 5,380 3,766 ボーダーライト（全体照明）
 シーリングスポットライト(全体照明）
 フロントスポットライト　および客席照明を含む

照明Bセット（Aセット含む）

1区分 10,610 7,427 センターピンスポットを除く舞台用照明器具の全機種
 および客席照明を含む

センターピンスポットライト
照明Bセット使用時に限る

1区分 3,180 2,226

音響

音響セット

1区分 5,700 3,990 ワイヤレスマイクロフォン２本
 有線マイクロフォン（カゲアナマイクロフォン含む）1本
 録音再生機材1台

その他の
音響設備

ワイヤレスマイクロフォン 1本1区分 2,500 1,750

有線マイクロフォン 1本1区分 1,000 700

ステレオマイクロフォン 1本1区分 2,900 2,030

移動用ミキサー 1台1区分 2,900 2,030

移動用スピーカー（中型） 1台1区分 1,100 770

移動用スピーカー（小型） 1台1区分 550 385

録音再生機（CD、SDカード、USBメモリー） 1台1区分 1,590 1,113

映写設備 プロジェクター 1台1区分 4,000 2,800
持込器具
使用電力
料

持込器具使用電力料 1KW1区分 260 182

*1  張出舞台 老朽化進行の恐れがあり原則常設、料金は発生しない。ただし催物の形態によって利用なしも可。

●各設備の台数等、詳細は事前にお問い合わせください。

●1区分とは、ホール利用料金区分の午前、午後、夜間のそれぞれを言います。例えば午後・夜間利用の場合は 2区分になります。
   1区分につき前後どちらか 1時間まで延長して利用することができます。その場合、各利用料金の 4分の1ずつ加算されます。

●持込器具を複数使用する場合は、各器具の表示消費電力を合計して計算します。 1KW未満の端数は切り上げて 1KWで換算いた
します。


